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＜概要＞ 

（事象の状況） 

・ 当所では、トリチウムを含む系統の水が非放射性の貯水槽に混入することを防止するた

め、配管の接続状況を調査していたところ、これまでに計３回、配管の誤接続によりト

リチウムを含む水を放水口より海に放出したことを確認しました。 

・ 放水口から放出した水に含まれる放射能量は、最大でも3.6×10P

８
Pベクレル程度と評価さ

れ、保安規定に定める年間の放出管理の基準値より十分に低い値（約１／38000）です。

（安全性、外部への影響） 

・ 外部への放射能の影響はないと考えております。 

（今後の対応） 

・ トリチウムを含む水が非放射性の貯水槽に流れ込まないよう、系統分離を行います。

・ 引き続き、配管の接続状況およびトリチウムを含む水の放出について調査を行いま

す。 

（公表区分） 

本事象は公表区分Ⅱ（運転・保守管理上、重要な事象）としてお知らせするものです。 

 

詳細は以下のとおりです。 

 

１．事象の発生状況 

当所では、１号機におけるドレン配管の誤接続に伴うトリチウムP

＊１
Pを含む水の放出（平成

21 年７月１日、２日、８月 26 日お知らせ済み）をふまえ、トリチウムを含む系統の水がス

トームドレンP

＊２
P系（非放射性）に混入することを防止するため、配管の接続状況を調査して

いたところ、本日、再生水補給水系P

＊３
Pおよび復水浄化系P

＊４
Pのドレン配管がストームドレン系

ファンネルP

＊５
Pに誤って接続されていること、これまでに計３回、トリチウムを含む水を放水

口より海に放出したことを確認しました。 

調査結果は以下のとおりです。 

＜再生水補給水系のドレン配管の誤接続＞ 

・ １号機の第15回定期検査（平成13年8月13日～平成13年12月7日）および第17回    

（平成16年9月29日～平成17年6月21日）の定期検査で行った給水加熱器P

＊６
Pの取替

工事に伴い、再生水補給水系の配管を切断した際、系統内の水（トリチウムを含む）を、

ドレン配管から誤接続されたストームドレン系のファンネルに排水していた。そのとき

の排水量は各定期検査で約1,700 リットルであった。 

・ トリチウムを含む水が流入したストームドレン受タンクからのトリチウム放出量は第 15

回定期検査時が約3.6×10P

8
P ベクレル、第17回定期検査時が約3.0×10P

8
P ベクレルと計算

され、保安規定に定める年間の放出管理の基準値（1.4×10P

13
Pベクレル）と比較しても、

それぞれ約１／38000、約１／47000 と十分小さい値である。 



 

＜復水浄化系のドレン配管の誤接続＞ 

・ １号機の第20回定期検査（平成21年2月17日～平成21年5月26日）において、復水

浄化系の復水ろ過装置P

＊７
Pを点検した際に、系統内の水（トリチウムを含む）P

（※）
P約40 リ

ットルをドレン配管から誤接続されたストームドレン系のファンネルに排水していた。 

・ トリチウムを含む水が流入したストームドレン受タンクからのトリチウム放出量は約

1.1×10P

７
Pベクレルと計算され、保安規定に定める年間の放出管理の基準値（1.4×10P

13
Pベ

クレル）と比較しても、約 1／1300000 と十分小さい値である。 
 

２．安全性、外部への影響 

ストームドレン受タンクから放水口に放出した水のトリチウム濃度は、復水器の蒸気を冷

却した海水で希釈されることから、最大でも約1.2×10P

－４
Pベクレル／cmP

３
Pと評価しており、こ

れは、法令で定める濃度限度（３ヶ月平均60ベクレル／cmP

３
P）に対して十分低い値であるこ

とから、外部への放射能の影響はないと考えております。 

また、これまでの調査において、当該箇所以外にも誤接続した配管から排水した実績があ

ることを確認しておりますが、放出した水に含まれる放射能は、検出限界P

＊８
P未満と評価して

おります。 

 

３．今後の対応 

・ ストームドレンは、現在使用禁止の処置を講じておりますが、今後、再生水補給水系お

よび復水補給水系の水がストームドレン系に流入しないよう、系統の分離を行います。 

・ 今回確認された配管の誤接続は、プラント建設時に当該ドレン配管を施工した際に、誤

ってストームドレン系のファンネルに接続したものと推定しております。今後、引き続

き、配管の接続状況およびトリチウムを含む水の放出について調査を行ってまいります。 

  

以 上 

 

 

＊１ トリチウム 

    水素の仲間で地球上のどこにでもある放射性物質で、原子炉の中でも発生しており、復水系の

水にも含まれている。 

    なお、トリチウムは、年間放出管理の基準値以内での管理を実施し放出している。昨年度１年

間の発電所からのトリチウムの放出量の実績は５×10P

11
Pベクレルであり、これによる年間の線量は、

0.001ミリシーベルト未満。 

＊２ ストームドレン 

    空調機の凝縮水、結露水および点検などで排水される非放射性の水。 

＊３ 再生水補給水系 

    プラント内で使用した水を廃棄物処理系で処理し、再生水として使用する系統。 

＊４ 復水浄化系 

    復水器からの復水を原子炉給水として十分な水質に浄化する系統。 



 

＊５ ファンネル 

    各建屋の配管や機器からの排水を受けるタンクに導く際に中間で水を受ける、いわゆる中間枡

のようなもの。 

＊６ 給水加熱器 

    復水器で水に戻された復水を原子炉に給水する際、熱効率を良くするため、蒸気タービンから

抽出した蒸気（抽気）を用いて復水を加熱する装置。 

＊７ 復水ろ過装置 

    復水中の腐食生成物を除去する装置。 

＊８ 検出限界 

    一般的な試料の測定において、放射能が原理的に測定できる下限値。 

 

 

 

 

（※） 系統内の水（トリチウムを含む） 【平成21年10月29日追記】 

復水浄化系に供給する復水補給水系の水。復水補給水系は、プラントで発生した排水を再使用

するのに十分な水質に浄化し（トリチウムを含む）、プラントのさまざまな設備に供給する系統。 
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